
関係法令抜粋

資料１参考



財務省設置法

（設置）
第６条 本省に、次の審議会等を置く。

財政制度等審議会
関税・外国為替等審議会

（財政制度等審議会）
第７条 財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
① 財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項
ロ 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項
ハ 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項
ニ たばこ事業及び塩事業に関する重要事項
ホ 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項

② 前号イからホまでに掲げる重要事項に関し、財務大臣に意見を述べること。
③ 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律（昭和22年法律第129号）、財政融資資金法（昭和26年法律第100号）、
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（昭和48年法律第７号）、たばこ事業法（昭和59年法律第68
号）、国有財産法（昭和23年法律第73号）及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定によりその権限に属
させられた事項を処理すること。

２ 前項に定めるもののほか、財政制度等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他財政制度等審議会に関し必
要な事項については、政令で定める。

（平成11年７月16日法律第95号）
（最終改正：平成30年４月18日法律第16号）
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財政制度等審議会令（1／4）

（所掌事務）
第１条 財政制度等審議会（以下「審議会」という。）は、財務省設置法第７条第１項に規定するもののほか、次
に掲げる事務をつかさどる。
① 国家公務員共済組合法施行令（昭和33年政令第207号）第11条の３第２項及びたばこ事業法施行令（昭和60年
政令第21号）第４条第５項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

② エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）第17条第５
項、第29条第５項、第41条第５項、第116条第４項及び第120条第４項の規定に基づきその権限に属させられた事
項を処理すること。

③ 資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成３年法律第48号）第25条第３項の規定に基づきその権限に属さ
せられた事項を処理すること。

④ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）第７条の７第３項の規
定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

（組織）
第２条 審議会は、委員30人以内で組織する。
２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

（委員等の任命）
第３条 委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
２ 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。
① 学識経験のある者
② 国家公務員共済組合の組合員（以下この号において「組合員」という。）の雇用主を代表する者及び組合員
を代表する者

３ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

（委員の任期等）
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２ 委員は、再任されることができる。
３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

（平成12年６月７日政令第275号）
（最終改正：令和５年４月１日政令第68号）
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財政制度等審議会令（2／4）

（会長）
第５条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（分科会）
第６条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、
それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称 所掌事務
財政制度分科会 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議すること。

国家公務員共済組合分科会 １ 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調査審議すること。
２ 国家公務員共済組合法施行令第11条の３第２項の規定により審議会の権限に属させられた事項
を処理すること。

財政投融資分科会 １ 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政投融資資金に関する重要事項を調査審議すること。
２ 財政投融資資金の債権の条件変更等に関する法律（昭和22年法律第129号）、財政投融資資金法
（昭和26年法律第100号）及び財政投融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（昭和48
年法律第７号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

たばこ事業等分科会 １ たばこ事業及び塩事業に関する重要事項を調査審議すること。
２ たばこ事業法（昭和59年法律第68号）の規定及びたばこ事業法施行令第４条第５項の規定によ
り審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

３ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第17条第５項、第29
条第５項、第41条第５項、第116条第４項及び第120条第４項の規定に基づき審議会の権限に属さ
せられた事項を処理すること。

４ 資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第３項の規定に基づき審議会の権限に属させられ
た事項を処理すること。

５ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第７条の７第３項の規定に基づき
その権限に属させられた事項を処理すること。

国有財産分科会 １ 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議するこ
と。

２ 国有財産法（昭和23年法律第73号）及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和32
年法律第105号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
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財政制度等審議会令（3／4）

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員（第三条第二項第二号に掲げる者を除く。）及び専
門委員は、財務大臣が指名する。

３ 第三条第二項第二号に掲げる臨時委員は、国家公務員共済組合分科会に属する。
４ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
５ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
６ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名す
る者が、その職務を代理する。

７ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

（部会）
第７条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項に
おいて同じ。）が指名する。

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、
その職務を代理する。

６ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、その定めるところによ
り、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

（議事）
第８条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の３分の１以上が出席しなければ、会議を開き、議決する
ことができない。

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のとき
は、会長の決するところによる。

３ 前２項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

（資料の提出等の要求）
第９条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提
出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
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財政制度等審議会令（4／4）

（庶務）
第10条 審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科会の庶務は、財政
制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員共済組合分科会については財務省主計局給与共済課、財
政投融資分科会については財務省理財局財政投融資総括課、たばこ事業等分科会については財務省理財局総務課、
国有財産分科会については財務省理財局国有財産企画課においてそれぞれ処理する。

（雑則）
第11条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ
て定める。

附則
１ この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88号）の施行の日（平成13年１月６日）から施行
する。

２ 平成29年１月５日に第４条第１項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわら
ず、同年３月31日までとする。
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国有財産法

（信託）
第28条の２ 普通財産は、土地（その土地の定着物を含む。以下この条、第28条の４及び第28条の５において同
じ。）に限り、政令で定めるところにより、信託することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでな
い。
① 第22条（第26条において準用する場合を含む。）、第27条又は前条の規定に該当しない無償貸付、交換又は
譲与をすることを信託の目的とするとき。

② 国以外の者を信託の受益者とするとき。
③ 土地の信託をすることにより国の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け又は売払いをするこ
とにより国の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれるとき。

２ 各省各庁の長は、前項の規定により土地を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定め
るところにより、あらかじめ財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
① 信託の目的
② 信託の受託者の選定方法
③ 信託の収支見積り
④ 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額
⑤ その他政令で定める事項

３ 各省各庁の長は、第１項の規定により土地を信託しようとする場合には、事前に、会計検査院に通知しなけれ
ばならない。

（信託に係る協議等）
第28条の４ 各省各庁の長は、第28条の２第１項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を
更新しようとするときその他政令で定めるときは、財務大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、
同条第２項の規定により諮問した財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。

（昭和23年６月30日法律第73号）
（最終改正：令和３年５月19日法律第37号）
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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

（庁舎等使用調整計画）
第４条 財務大臣は、第３条の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁舎等について
国有財産法第10条第１項若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合に
おいて、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、庁舎等の使用調整に関する計画（以下「庁舎
等使用調整計画」という。）を定め、遅滞なく、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

２ 財務大臣は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容の変更その他の事情により庁舎等使用調整計画を変更する
必要があると認めるときは、そのつど、当該計画を変更して、その変更に係る計画を関係の各省各庁の長に通知
しなければならない。

３ 財務大臣は、前２項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとする場合において、必要があ
ると認めるときは、国土交通大臣の協力を求めることができる。

４ 財務大臣は、第１項及び第２項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとするときは、あら
かじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。

５ 財務大臣は、第１項、第２項及び前項の規定により定め、又は変更した庁舎等使用調整計画に基づいて庁舎等
の使用調整を行うため、関係の各省各庁の長に対し、庁舎等の所管換、所属替、用途の変更その他必要な措置を
求めることができる。

６ 前項の使用調整を行うことにより庁舎等の床面積又は敷地に余裕が生ずると認められるときは、財務大臣は、
関係の各省各庁の長に対し、次に掲げる措置をとることを求めることができる。
① 不用となるべき第２条第２項第１号に掲げる庁舎等の用途を廃止すること。
② 第２条第２項第２号に掲げる庁舎等について廃止その他の借受けの見直しを行うこと。
③ 国有財産法第18条第２項第４号の規定に基づき国以外の者に当該余裕がある部分（次項において「余裕部
分」という。）を貸し付けること。

７ 財務大臣は、前項第３号の規定により国以外の者に余裕部分を貸し付けることを求めようとするときは、あら
かじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。

（昭和32年５月20日法律第115号）
（最終改正：平成24年６月27日法律第42号）
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